
　・上記 人材開発支援助成金と同時スタート

人材育成・職場環境改善リーダー確保事業の流れ（育成コース）《原則》

※センター：富山県人材活躍推進センター

① 「補助金交付申請」教育訓練前に提出必須（企業⇒センター）

※補助金交付申請書（様式第1号）及び添付書類を提出

申請時のみ「申請書＋関係書類」原本１部、写し１部必要

② 「補助金交付決定」（様式第２号）通知（センター⇒企業）

人材確保・育成計画、労働状況、職場環境改善の取り組み等から総合判定

必要に応じ、変更承認申請

（企業⇒センター）

※様式第３号を提出

必要に応じ、事業中止（廃止）承認申請

（企業⇒センター）

※様式第４号を提出、中止の場合は

⑤事業実績報告へ

④ 求めに応じ、「事業遂行状況」報告 （企業⇒センター）

※事業遂行状況報告書（様式第５号）を提出 ※通常は不要

⑤ 「事業実績」報告 （企業⇒センター）

※事業実績報告書（様式第６－２号）および添付書類を提出

⑥ 「補助金交付額確定」通知 （センター⇒企業）（様式第７号）

⑦ 「補助金請求書」（企業⇒センター）

※補助金精算払請求書（様式第８号）を提出

⑧ 「補助金支払い」（センター⇒企業）

１ 人材開発支援助成金「訓練実施計画届、年間職業能力開発計画」ほか添付

資料を訓練開始１か月前まで提出（企業⇒労働局）

２ 訓練実施（３回）後「支給申請書」ほか添付資料を提出（企業⇒労働局）

３ 助成金支払い（労働局⇒企業） ※労働局：富山労働局 助成金センター


